
税金の計算のし方（消費税以外の概算税額）

① 法人税 利益が８００万円まで 15%
利益が８００万円を超える金額 30%

② 事業税 利益が４００万円まで 約５％
地方特別税 利益が４００万円を超え８００万円まで 約７％

利益が８００万円を超える金額 約１０％

③ 住民税 ①の法人税額×１７.3％
（県民税＋市民税）

この他に、資本金等の額に応じた、均等割が課税されます
（最低で、７万円）

（例） 資本金が１,０００万円、利益が１,０００万円の場合

① 法人税 利益８００万円×１５％＝１２０万円
利益２００万円×３０％＝　６０万円

計 １０８万円

② 事業税 利益４００万円×５％　＝　２０万円
地方特別税 利益４００万円×７％　＝　２８万円

利益２００万円×１０％＝　２０万円
計 ６８万円

③ 住民税 ①の法人税額１０８万円×１７.３％＝約３１万円
（県民税＋市民税）

均等割額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７万円
計 　　　　　　３８万円

④ 合計 ①１８０万円＋②６８万円＋③３８万円＝約２８６万円


